
計画地

計画の概要

業　 務 　棟

賃貸住宅棟

分譲住宅棟

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線道路 １２．０ｍ 約３２０ｍ －

歩行者専用道 　４．０ｍ 約　２０ｍ －

公
園 緑地 － － 約１，０００㎡

街
区

建築面積
延べ面積

（容積対象）
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

1 約１０，８００㎡
約１１４，３００㎡
（約９８，３００㎡）

2 約　１，６００㎡
約　３２，１００㎡
（約２１，０００㎡）

建築敷地面積

1 約１６，１００㎡

2 約　３，８００㎡

都市計画決定

名称

位置 面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線道路１号 約１２～２３ｍ 約３９０ｍ －

地区幹線道路２号 約１２～１６ｍ 約１１０ｍ －

緑
地

緑　　地 － － 約１，０００㎡

緑道1号 ６ｍ 約２５０ｍ －

緑道2号 ６ｍ 約　６０ｍ －

歩道状空地１号 ５ｍ 約３４０ｍ －

歩道状空地２号 ５ｍ 約　７０ｍ －

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

新設、拡幅

新設

新設

そ
の
他
の
公
共
空
地

新設

新設

新設

新設

平成１４年６月２８日　品川区告示第２２６号

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

大崎駅東口第３地区地区計画

品川区大崎１丁目地内 約４．８ｈａ

建築敷地の整備

整備計画 住宅建設の目標

建築敷地内に歩行者通路（地区施設）及び緑道（２
号施設）を設け、公開空地を適切に配置する。道路
に沿って建物を５ｍ後退させて歩道状空地を整備
し、良好で魅力ある歩行者空間を確保する。
ただし、歩行者専用道の用に供する部分について
は、この限りでない。

約５４０戸
約５９，７００㎡

建築物の整備

主要用途

高層部　９９ｍ
低層部　２５ｍ

５ｍ

事務所、住宅、店舗
駐車場

住宅、駐車場

２　都市計画の内容

大崎駅東口第３地区
第一種市街地再開発事業

約２．５ｈａ

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

新設・既存道路の拡幅

新設

新設

階数

業　務　棟　　　地上２２階／地下１階

高さ

９９．００ｍ

賃貸住宅棟　　地上２８階／地下２階 ９６．５５ｍ

分譲住宅棟　　地上２７階／地下２階 ９８．９５ｍ

　ＪＲ山手線大崎・五反田両駅に近接した恵まれた立地に位置しながら、地区内道路等の都市基盤施
設が脆弱であることから、住環境にとっては交通・防災上の安全性に欠け、また商業等の経済環境面
でも安全・利便性の問題を抱え、土地の低利用が顕在化しつつある。このような状況を踏まえ、東京
都により大崎副都心整備計画が定められ、その位置付けに相応しい都市環境の創出と、都心居住の
推進及び、敷地の共同化による土地の有効利用・高度利用を図る。

地区面積 約２．５ｈａ 構造

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造

鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

（おおさきえきひがしぐちだい３）

ＮＯ．１３５　大崎駅東口第３地区（組合施行）

１　計画の概要

品川区大崎一丁目地内



位置 面積

名称 幅員 延長 面積

道
路

歩行者専用道 ４ｍ 約１８０ｍ －

そ
の
他
の
公

共
空
地

歩行者通路 ４ｍ 約５９０ｍ －

地区の区分・名称

面積

建築物等の
用途の制限

容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築物の敷地
面積の最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位置
の限度

建築物等の高さ
の最高制限

建築物等の形態
又は意匠の制限

敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費
平成１５年７月１７日　東京都告示第８７０号

平成１６年６月２８日　東京都告示第１０９７号（変更）
約６１１億円

５８３戸
業務棟（店舗） 　２，８００㎡

賃貸住宅棟 ３３，０００㎡
駐車場 ４０９台

分譲住宅棟 ３３，１００㎡

用途

業務棟（事務所） ７９，６００㎡
住宅戸数

４　事業計画の概要

　１９，９４０㎡ 約　７０％

１４８，５００㎡ 約６００％

９９ｍ
（高さは、建築基準法施行令第２条第１項第６号（ただし、同号ロの規定は除く）に定める高さとする。

１．壁面後退により確保する空間については、市街地環境の向上に配慮した整備を行う。
２．建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、周辺環境に配慮した色調とする。
３．屋外広告物は、都市景観に十分配慮したものとする。

都市計画決定
平成１４年６月２８日　東京都告示第８５８号

変更：平成１８年１２月７日　東京都告示第１６０８号

２００％

５００㎡

２００㎡

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはな
らない。ただし、地盤面下の部分及び道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた
渡り廊下と接続する渡り廊下その他これらに類する用途に供する建築物の部分についてはこの限り
でない。

　次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
１．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第１号から第６号に掲げる風
俗営業及び同条第６項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの。
2．建築基準法別表二（り）項に掲げるもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１０％
（ただし、地区内の建築物の床面積(容積率の対象になる
床面積に限る）の合計の地区内の敷地面積の合計に対す
る割合が、４９９％を超える部分については、住宅の用途に
供するものとする。）

　　　　　　　　　　５５０％
（ただし、住宅の用途に供する部分の容
積率は、８５％以上としなければならな
い。）

６０％
(ただし、建築基準法第５３条第３項の規定を適用する場合はこの限りでない。）

Ａ地区 Ｂ地区

約３．３ｈａ 約０．７ｈａ

地区施設の配置
及び規模

備考

新設

新設

再開発地区整備計画

品川区大崎一丁目地内 約４．０ｈａ



年　　月　　日

平成３年６月

平成４年１月

平成６年４月

平成７年

平成８年１１月

平成１４年２月

平成１４年６月２８日

平成１５年７月１７日

平成１６年４月２０日

平成１６年４月３０日

平成１６年６月２８日

平成１８年１２月２９日

平成１９年１月２２日

平成１９年１月３０日

平成１９年６月２７日

平成１９年１０月３１日

６　位置図

建築工事完了公告（分譲住宅棟）

街開き

事業計画変更認可

組合解散認可

権利変換認可

権利変換期日

事業計画変更認可

建築工事完了公告（業務棟・賃貸住宅棟）

「東五反田地区街づくり協定」締結

再開発地区計画および市街地再開発事業の（原案）公告・縦覧

都市計画決定告示

再開発組合設立認可

「東五反田７－１街区開発協議会」設立

「東五反田地区更新計画」建設大臣承認

「大崎駅東口第３地区市街地再開発準備組合」設立

東五反田地区歩行者動線検討委員会

５　経緯

内　　　　　　　　　　　　　容



７　区域図

８　完成写真


